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別紙３  

草津市の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

住民基本台帳人口  

(平成 30年１月１日 ) 

 歳  出  額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ  

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

H28年度の  

人件費率  

H29年度  

 

              人  

1 3 2 , 8 8 5  

    千円  

5 6 , 9 1 8 , 0 5 1  

    千円  

4 6 6 , 8 0 3  

    千円  

6 , 7 8 6 , 3 1 3  

      ％  

1 1 . 9  

   ％  

1 4 . 6  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費      

  

 

 

 

 

(参 考 )一 人 当 た

り給与費   

Ｂ／Ａ  

(参 考 )類 似 団 体

平 均 一 人 当 た

り 給 与 費  
給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当   計  Ｂ  

H29年度  

 

    人  

6 8 3  

    千円  

2 , 2 4 8 , 1 4 8  

    千円  

9 9 5 , 7 8 2  

    千円  

9 4 1 , 0 2 4  

    千円  

4 , 1 8 4 , 9 5 4  

千円  

6,127 

        千円  

6 , 0 7 4  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数は、平成２９年４月１日現在の人数である。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており、職員数には当該職員を含んでいない。  

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職
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俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレ

ス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較す

るため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。  

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。）  

３  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものである。  

※  平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、

②３年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み  

国家公務員との職員構成や初任給基準が異なることから、ラスパイレス指数が高くなっていま

す。今後も人事院勧告を基本とし、地方公務員制度改革や国家公務員の給与水準を踏まえて、

必要な見直しを行い、適正な給与管理に努めてまいります。  

 

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施

の場合には、その理由））  

 

 

 

 

②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

 
平成 26 年度

の支給割合  

平成 27 年度の支給割合  
平成 28 年度

の支給割合  

平成 29 年度

の支給割合  

平成 30 年度

の支給割合  
4 月 1 日時点  遡及改定後  

国基準によ

る支給割合  
１０％  １０％  １０％  １０％  １０％  １０％  

草津市の支

給割合  
１０％  １０％  １０％  １０％  １０％  １０％  

 

③その他の見直し内容  

 

 

 

 (5)特記事項  

特になし

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日  

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１．９％引下げ。激変緩和

のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。  

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。  

（平成２７年４月１日実施）  
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日

現在）  

    ①一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

草津市      38.5歳      302,376円     452,375円     376,483円  

滋賀県      42.4歳      323,282円     431,642円  373,053円  

国      43.5歳      329,845円       ―     410,940円  

 類似団体      42.3歳      318,726円     397,052円     358,399円  

 

②技能労務職  

参考

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 1.628

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２７～２９年の３ヵ年平均）
※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

ものではありません。

※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区　　分

公　　務　　員 民　　間

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

平均年齢
平均給与月額

Ａ/Ｂ
（Ａ） （国比較ベース） の類似職種 （Ｂ）

草津市 53.3 7 289,271 380,013 328,220

うち用務員 58.2 5 293,860 337,356 329,246

－ － －

55.6 207,200

－ － －

用務員

県 55.1 147 313,735 361,697 345,464

国 50.7 2,553 286,817 － 328,637

－ －

－ － －

315,258 353,594 333,233 －類似団体 51.5 49

草津市 － － －

うち用務員 5,541,172 2,808,700 1.973

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

 

 

   ③教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額   

草津市      39.8歳  324,500円     459,097円  

滋賀県      41.0歳  349,404円     411,114円  

類似団体      38.9歳  296,320円     348,853円  

（注）１  「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の

平均である。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  
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 (2) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）  

区     分  草  津  市  滋  賀  県  国    

  

  

  

  

  

  

一般行政職  

大  学  卒  185,800円   185,800円  総合職    192,700 円  

一般職    179,200 円  

高  校  卒  151,500円   151,500円    147,100 円   

技能労務職  
高  校  卒  151,500円   144,500円              －   

中  学  卒  142,600円   132,700円              －   

教  育  職  
大  学  卒  189,500円               －               －   

高  校  卒  172,200円               －               －   

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）  

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３０年４月１日現在） 

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

  

７級  

 

 

部 長 ・ 副 部 長 ・ 主 監  

 

     人  

4 0  

  

        ％  

8 . 5  

  

    円  
362,300 

    円  
444,500 

 

６級  

 

 

課 長  

 

         人  

7 7  

  

        ％  

1 6 . 3  

  

    円  
318,500 

    円  
410,600 

 

５級  

 

 

課 長 補 佐  

 

         人  

4 5  

  

        ％  

9 . 5  

  

    円  
288,000 

    円  
394,200 

 

４級  

 

 

係 長  

 

         人  

7 0  

  

        ％  

1 4 . 8  

  

    円  
262,000 

    円  
381,800 

 

３級  

 

 

主 査  

 

         人  

8 9  

  

        ％  

1 8 . 9  

  

    円  
228,900 

    円  
349,600 

 

２級  

 

 

主 任  

 

         人  

9 3  

  

        ％  

1 9 . 7  

  

    円  
192,700 

    円  
303,800 

  

１級  

 

 

主 事  

 

         人  

5 8  

  

        ％  

1 2 . 3  

  

    円  
142,600 

    円  
247,100 

  （ 注）１  草津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
 

    区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒       289,646円  371,400円  395,563円  403,855円  

高  校  卒          236,933円          329,000円       367,100円  404,175円  

技能労務職  
高  校  卒            ―    円            ―    円            313,367円            ―    円  

中  学  卒            ―    円            ―    円            ―    円            ―    円  

教  育  職  
大  学  卒         258,200円         378,200円            ―    円            ―    円  

短  大  卒          251,000円          347,500円          371,850円  398,170円  
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３０年４月１日現在）  
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 (2) 昇給への人事評価の活用状況（草津市）  

平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 4 月 1 日  

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分  〇   〇  
 

上位、標準の区分    
  

標準、下位の区分    
 

〇  

標準の区分のみ（一律）   〇  
  

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

 

４ 職員の手当の状況  

 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

草     津     市  滋     賀     県  国  

１人当たり平均支給額（29年度） 

          1,493千円  

１人当たり平均支給額（29年度） 

        1,764千円  

－  

 

（ 29年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.60月分      1 . 8 0月分  

 ( 1.45)月分    (  0.85)月分  

（ 29年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.60月分      1 . 8 0月分  

 ( 1.45)月分     ( 0.85)月分  

（ 29年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.60月分      1 . 8 0月分  

 ( 1.45)月分    (  0.85)月分  

 

（加算措置の状況）  

・ 役 職 加 算   5～ 1 5％  

・ 管 理 職 加 算  無 し  

 

（加算措置の状況）  

・ 役 職 加 算   5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 5％ 、 2 0％  

 

（加算措置の状況）  

・ 役 職 加 算   5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 0％ ～ 2 5％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  
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 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（草津市）  

平成３０年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の成績率  
    

標準、下位の成績率  
    

標準の成績率のみ（一律）  
    

ロ．  人事評価を活用していない  
 

 
 

   活用予定時期    

 

 (2) 退職手当（平成３０年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

草   津   市  国    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）         自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年            19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年            28.0395月分   33.27075月分  

勤 続 3 5 年            39.7575月分     47.709月分  

最高限度額         47.709月分     47.709月分  

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  

（ 2～ 1 2％ 加 算 )  

1人当たり平均支給額  2 , 0 5 7千 円  2 1 , 3 5 7千円  

 

（支給率）     自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分   33.27075月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分     47.709月分  

最高限度額     47.709月分     47.709月分  

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  

（ 2～ 4 5％ 加 算 )  

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 29 年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

 

 

(3) 地域手当（平成３０年４月１日現在）  

支  給  実  績（２９年度決算）      280,536 千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（ 29年度決算）         375,550 円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率）  

草 津 市        10.0％         744 人         10.0％  

東 京 都 特 別 区        20.0％           3  人         20.0％  
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 (4) 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）  

支給実績（２９年度決算）  2 , 7 0 9  千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）  2 1 , 6 7 2  円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（２９年度）  1 6 . 6   ％  

手当の種類（手当数）  1 8   

手当の名称  主な支給対象職員・業務  支給実績 

(29年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

災害現場出動

手当  

( 1 )草 津 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 警 戒

体 制 に お い て 、危 険 箇 所 の 巡 回 ま た は

監 視 業 務 に 従 事 し た 職 員  

－千円  日額  250円  

( 2 )草 津 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 警 戒

体 制 に お い て 、危 険 箇 所 の 応 急 作 業 に

従 事 し た 職 員  

－千円  日額  400円  

( 3 )災 害 救 助 法 が 適 用 さ れ た 市 町 村 の

区 域（ 草 津 市 の 区 域 を 除 く 。）内 に お

い て 、被 災 し た 建 築 物 の 調 査 、災 害 状

況 の 調 査 、被 災 者 へ の 保 健 指 導 、緊 急

援 助 物 資 の 運 搬 、給 水 活 動 ま た は 当 該

市 町 村 の 事 務 遂 行 の 支 援 に 関 す る 業

務 に 従 事 し た 職 員  

－千円  日額  840円  

特殊技能輸送

手当  

道 路 交 通 法 施 行 規 則 第 2条 の 表 に 掲 げ

る 大 型 自 動 車 に よ り 、複 数 の 乗 員 輸 送

の 業 務 に 従 事 し た 職 員  

－千円  日額  300円  

特殊現場作業

手当  

( 1 )土 砂 の 崩 壊 が 予 想 さ れ る 危 険 箇 所

、 労 働 安 全 衛 生 法 施 行 令 別 表 第 6に 掲

げ る 酸 素 欠 乏 危 険 場 所 ま た は 深 夜 に

工 事 現 場 等 危 険 な 箇 所 に お い て 行 う

測 量 、検 査 ま た は 監 督 等 の 業 務 に 従 事

し た 職 員  

－千円  日額  300円  

( 2 )火 災 現 場 等 へ 緊 急 出 動 す る 業 務 に

従 事 し た 職 員  

1千円  日額  300円  

( 3 )地 上 ま た は 水 面 上 1 0メ ー ト ル 以 上

の 足 場 の 不 安 定 な 箇 所 で 行 う 測 量 、検

査 ま た は 工 事 の 監 督 等 の 業 務 に 従 事

し た 職 員  

－千円  日額  250円  

( 4 )交 通 を 遮 断 す る こ と な く 行 う 道 路

上 で の 維 持 修 繕 の 作 業 、雪 寒 対 策 作 業

、測 量 、交 通 指 導 ま た は 屋 外 広 告 物 の

撤 去 作 業 に 従 事 し た 職 員  

1千円  日額  250円  

福祉業務手当  福 祉 事 務 所 に 勤 務 し 、指 導 監 督 ま た は

現 業 を 本 務 と す る 職 員  

492千円  月額  3,000円  

精神衛生業務

手当  

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す

る 法 律 第 4 7条 に 規 定 す る 指 導 業 務 に

類 す る 業 務 に 従 事 し た 職 員  

71千円  日額  300円  

 

公害調査等作

業手当  

草 津 市 の 良 好 な 環 境 保 全 条 例 第 5 7条

の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 ま た は 下

－千円  日額  300円  
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水 道 法 第 1 2条 の 2に 規 定 す る 特 定 事 業

場 へ の 立 入 検 査 に 従 事 し た 職 員  

行旅病人等処

置手当  

( 1 )行 旅 病 人 及 行 旅 死 亡 人 取 扱 法 第 2

条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 行 旅 病 人 の 救

護 業 務 に 従 事 し た 職 員  

－千円  １件  800円  

( 2 )法 第 7条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 行 旅

死 亡 人 の 処 置 に 従 事 し た 職 員  

－千円  １件  2,500円  

清掃処理業務

手当  

( 1 )ク リ ー ン セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員  225千円  月額  5,000円  

( 2 )公 共 の 場 所 に お い て 廃 棄 物 の 収 集

ま た は 処 理 業 務 に 従 事 し た 職 員  

7千円  日額  500円  

火葬業務手当  火 葬 業 務 を 本 務 と す る 職 員  120千円  月額  10,000円  

430千円  １件  500円  

感染症防疫作

業手当  

感 染 症 が 発 生 し 、ま た は 発 生 す る お そ

れ の あ る 場 合 に お い て 、感 染 症 の 患 者

も し く は 感 染 症 の 疑 い の あ る 患 者 の

収 容 、救 護 、指 導 も し く は 発 生 箇 所 の

消 毒 ま た は 家 畜 伝 染 病 に か か っ て い

る 家 畜 も し く は か か っ て い る 疑 い の

あ る 家 畜 に 対 す る 防 疫 作 業 に 従 事 し

た 職 員  

－千円  日額  300円  

毒劇物取扱手

当  

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 第 2条 に 規 定 す る

毒 物 等 を 使 用 し て 化 学 検 査 も し く は

研 究 に 従 事 し た 職 員 ま た は 毒 物 等 を

直 接 取 り 扱 う 業 務 に 従 事 し た 職 員  

－千円  日額  250円  

変則勤務手当  土 曜 日 、日 曜 日 ま た は 国 民 の 祝 日 に 関

す る 法 律 第 2条 に 規 定 す る 休 日 に 規 則

で 定 め る 施 設 で 、正 規 の 勤 務 時 間 に 勤

務 す る 職 員  

341千円  

 

日額  500円  

年末年始手当  年 末 年 始 ( 1 2月 2 9日 か ら 翌 年 1月 3日 ま

で )の 期 間 中 で 、 正 規 の 勤 務 時 間 に 勤

務 す る 職 員  

30千円  日額  5,000円  

園外活動業務

手当  

遠 足 、旅 行 ま た は こ れ ら に 準 ず る 園 外

活 動 に お い て 児 童 を 引 率 し て 行 う 指

導 業 務 に 従 事 し た 幼 稚 園 教 諭 、保 育 士

等  

89千円  

 

日額  300円  

用地等交渉手

当  

正 規 の 勤 務 時 間 外 に 、現 地 に お い て 公

共 用 地 の 取 得 ま た は こ れ に 伴 う 補 償

業 務 に 従 事 し た 職 員  

7千円  日額  350円  

 

市税業務手当  ( 1 )市 税 事 務 に 従 事 し 、 出 張 に よ る 徴

収 業 務 を 本 務 と す る 職 員  

340千円  月額  3,000円  

( 2 )滞 納 処 分 に よ る 財 産 の 差 押 え に 関

す る 業 務 に 従 事 し た 職 員  

510千円  １件  350円  

税外収入業務

手当  

滞 納 処 分 に よ る 財 産 の 差 押 さ え に 関

す る 業 務 に 従 事 し た 職 員  

1千円  日額  350円  

滞納整理手当  市 税 ま た は 市 税 外 収 入 の 滞 納 整 理 の 48千円  日額  200円  
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た め 出 張 に よ る 徴 収 業 務 に 従 事 し た

職 員  

 

 

 (5) 時間外勤務手当  

支給実績（ 29 年度決算）           4 1 1 , 7 1 6千円  

職員１人当たり平均支給年額（ 29 年度決算）             8 0 3千円  

支給実績（ 28 年度決算）            4 2 2 , 4 0 5千円  

職員１人当たり平均支給年額（ 28 年度決算）              8 2 5千円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対

象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む  

 

(6) その他の手当（平成３０年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  
国 の 制 度

と の 異 同  

国 の 制 度 と

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

（ 2 9年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり  

平均支給年額  

（ 29年度決算）  

扶養手当  配 偶 者  6 , 5 0 0円  

子    1 0 , 0 0 0円  

父 母 等  6 , 5 0 0円  

満 1 6～ 2 2歳 の 子 各

5 , 0 0 0円 加 算 。  

同   64,462 千円  232,715 円  

住居手当  月 額 9 , 0 0 0円 を 超

え る 家 賃 を 支 払 っ

て い る 職 員 に 対 し

て 支 給  

【 支 給 額 】  

家 賃 額 に 応 じ て 支

給  

月 額 1 0 0円 ～ 3 0 , 0 0

0円  

異  月 額 1 2 , 0 0 0

円 を 超 え る

家 賃 額 に 応

じ て 支 給  

月 額 1 0 0円

～ 2 7 , 0 0 0円  

60,370 千円  306,447 円  

通 勤 手 当  交 通 機 関 の 利 用 者

に 、1か 月 あ た り の

運 賃 5 5 , 0 0 0円 を 限

度 に 支 給 。 交 通 用

具 使 用 者 に 、 距 離

に 応 じ て 4 , 1 0 0～ 2

5 , 2 0 0円 支 給 、駐 車

場 利 用 者 に 4 , 0 0 0

円 を 限 度 に 利 用 料

金 の 1 / 2支 給 、駐 輪

場 利 用 者 に 1 , 5 0 0

円 を 限 度 に 利 用 料

金 の 1 / 2支 給 。  

異  交 通 用 具 利

用 者 に 、 距

離 に 応 じ て

2 , 0 0 0～ 3 1 ,

6 0 0円 支 給  

駐 輪 駐 車 場

加 算 な し  

62,008 千円  104,567 円  

単身赴任手当  公 署 を 異 に す る 異

動 に 伴 い 、 住 居 を

移 転 し 、 や む を 得

な い 事 情 に よ り 、

同 居 し て い た 配 偶

同   1,296 千円  648,000 円  
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者 と 別 居 す る こ と

と な っ た 職 員 で 、

単 身 で 生 活 す る こ

と を 常 況 と す る 職

員 に 支 給  

【 支 給 額 】  

職 員 の 住 居 と 配 偶

者 の 住 居 と の 距 離

に 応 じ て 支 給  

月 額 3 0 , 0 0 0円 ～ 1 0

0 , 0 0 0円  

管理職手当  役 職 に よ り 定 額 の

手 当 を 支 給  

最 高 額 ： 9 2 , 0 0 0円  

最 低 額 ： 5 9 , 3 0 0円  

同   171,429 千円  808,626 円  

休日勤務手当  国 民 の 祝 日 や 年 末

年 始 の 休 日 等 に 勤

務 し た 場 合 に 支 給

( 1 3 5 / 1 0 0 , 1 6 0 / 1 0 0

)。  

同   4,173 千円  18,548 円  

宿日直手当  常 直 の 職 員 に 対 し

て 支 給  

勤 務 し た 日 数 が 月

の 1 / 2を 超 え る 場

合 ： 2 1 , 0 0 0円  

勤 務 し た 日 数 が 月

の 1 / 2以 下 の 場 合

： 1 0 , 5 0 0円  

同   －千円  －円  

管理職員特別

勤務手当  

管 理 職 員 が 週 休 日

等 に 止 む を 得 ず 出

勤 し 、 か つ 、 そ の

振 替 が 困 難 な 場 合

に 支 給  

同   156 千円  14,182 円  

 

５  特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）  

 
区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

市  長  

 

副  市  長  

 

                926,000円  

    （         円）  

                779,000円  

    （         円）  

（参考）類似団体における最高／最低額  

      1,070,000円  ／  803,300円  

 

        879,000円  ／  696,600円  

 

報 

酬 

議      長  

 

副   議   長  

 

議      員  

                558,000円  

    （         円）  

                492,000円  

    （         円）  

                443,000円  

   （         円）  

        660,000円  ／  452,000円  

 

        620,000円  ／  390,000円  

 

        590,000円  ／  370,000円  
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期
末
手
当 

市   長  

副  市  長  

       （ 29年度支給割合）  

                  3.30月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

       （ 29年度支給割合）  

                  3.30月分  

         

退
職
手
当 

市   長  

副  市  長  

 （算定方式）              （１期の手当額）（支給時期） 

給料月額×支給割合 (41/100）×在職月数  18,223,680円   任期毎 

給料月額×支給割合 (31/100）×在職月数  11,591,520円   任期毎 

備    考   

（注）１  給料及び報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額である。  

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期    

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  

 

６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
（各年４月１日現在）  

          区  分  
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            
 平成 29年  平成 30年  

  
 普  
  
 通  
  
 会  
  
計  

  
部  

  
門  

  
 

 一  
 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

議 会  
総 務 企 画  
税 務  
民 生  
衛 生  
労 働  
農 林 水 産  
商 工  
土 木  

6  
1 3 7  
3 1  

1 9 3  
5 8  
1  

1 6  
9  

9 9  

6  
1 3 9  
3 3  

2 0 9  
5 3  
1  

1 6  
1 1  

1 0 4  

0  
2  
2  

1 6  
▲ 5  

0  
0  
2  
5  

 
 
 
認 定 こ ど も 園 化 の 体 制 整 備 の た め  
 
 
 
 
国民体育大会等の施設整備を図るため 

  計  
 
 

5 5 0  
         

 

5 7 2  
         

 

2 2  
       

 

＜参考＞                         
  人口１万当たり職員数 43.04 人  
 （類似団体の人口１万当たりの職員数  48.36 人）  

 教育部門  
 

1 3 2  
 

1 2 6  
 

▲ 6  
 
 
 

  小    計  
 
 

6 8 2  
 
 

6 9 8  
 
 

1 6  
 
 

＜参考＞                         
  人口１万当たり職員数 52.53 人  
 （類似団体の人口１万当たりの職員数  65.66 人）  

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

水 道  
下 水 道  
そ の 他  

3 7  
1 3  
3 6  

3 8  
1 3  
3 3  

1  
0  

▲ 3  

 
 
 

  小    計  8 6  8 4  ▲ 2   

合   計  
 
 

7 6 8  
 

[ 7 9 0 ]  

7 8 2  
 

[   7 9 0 ]  

1 4  
 

[     0 ]  

 
＜参考＞                           
   人口１万当たり職員数 58.85 人  

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  
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部門別  

( 2 )  年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）  

 

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

 

職員数  

 

人  

3  

 

人  

50 

 

人  

9 9  

 

人  

1 1 2  

 

人  

1 2 4  

 

人  

7 7  

 

人  

7 7  

 

人  

6 5  

 

人  

5 9  

 

人  

5 3  

 

人  

5 8  

 

人  

5  

 

人  

7 8 2  

 

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 25 年  26 年  27 年  28 年  29 年  30 年  
過去５年間  

の増減数（率） 

一般行政  558 554 552 562 551 572 14 (2.50％ ) 

教育  121 119 123 124 132 126 5 (4.13％ ) 

普通会計計  679 673 675 686 683 698 19 (2.80％ ) 

公営企業等会計計  76 75 79 80 85 84 8 (10.53％ ) 

総合計  755 748 754 766 768 782 27 (3.58％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

年  度  
部門別  
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７  公営企業職員の状況  

 

 (1) 水道・下水道事業  

①  職員給与費の状況  

ア  決算（水道事業）  

区  分  

 

 

総費用  

 

      Ａ  

純損益又は  

実質収支  

 

職員給与費  

  

     Ｂ  

総費用に占める  

職員給与費比率  

     Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

28年度の総費用に占

める職員給与費比率  

H29年度  

 

         千円  

2 , 0 7 1 , 2 2 0  

        千円  

 3 7 6 , 3 2 4  

        千円  

 2 6 7 , 1 2 9  

             ％  

    1 2 . 9  

             ％  

1 2 . 5  

（ 注 ） 資 本 勘 定 支 弁 職 員 に 係 る 職 員 給 与 費 4 8 , 8 5 4 千 円 を 含 ま な い 。  

 

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  
一人当たり  

給与費  B / A  

 

 

 

 

参考）  

市町村平均一人

当たり給与費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

H29年度  

 

    人  

3 9  

     千円  

1 4 0 , 0 3 2  

     千円  

 5 1 , 8 3 8  

     千円  

 6 0 , 2 1 6  

     千円  

2 5 2 , 0 8 6  

        千円  

6 , 4 6 4  

       千円  

 6 , 8 7 0  

（注）１  職員手当には退職給与金を含まない。  

２  職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。  

 

イ  決算（下水道事業）  

区  分  

 

 

総費用  

 

      Ａ  

純損益又は  

実質収支  

 

職員給与費  

  

     Ｂ  

総費用に占める  

職員給与費比率  

     Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

28年度の総費用に占

める職員給与費比率  

H29年度  

 

         千円  

 2 , 5 3 2 , 1 7 9  

        千円  

  3 4 3 , 7 3 1  

        千円  

  7 4 , 4 0 0  

             ％  

       2 . 9  

             ％  

3 . 5  

（ 注 ） 資 本 勘 定 支 弁 職 員 に 係 る 職 員 給 与 費 3 8 , 0 7 4 千 円 を 含 ま な い 。  

 

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  
一人当たり  

給与費  B / A  

 

 

 

 

参考）  

市町村平均一人

当たり給与費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

H29年度  

 

    人  

  1 4  

     千円  

 5 1 , 2 6 8  

     千円  

 2 2 , 2 0 8  

     千円  

 2 1 , 6 8 7  

     千円  

9 5 , 1 6 3  

        千円  

  6 , 7 9 7  

       千円  

  6 , 3 9 9  

（注）１  職員手当には退職給与金を含まない。  

２  職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。  

 

ウ   特記事項  

  特 に な し  

 

    ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３０年４月１日現在）  

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額   

草  津  市（水道）  4 5 . 6  歳  3 5 0 , 6 3 4  円  556,395 円  

市町村平均（水道）  4 4 . 2  歳  3 4 1 , 0 6 6  円  511,425 円  

草  津  市（下水道）  4 3 . 4  歳  3 3 0 , 2 3 9  円  547,641 円   

市町村平均（下水道）  4 3 . 2  歳  3 3 9 , 2 6 6  円  510,928 円   

（注）  平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  
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    ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当（平成３０年４月１日現在）  

草津市（水道・下水道事業）  草 津 市  （一般行政職）  

１人当たり平均支給額（29年度） 

      1,544千円（水道事業）  

1,482千円（下水道事業）  

１人当たり平均支給額（29年度） 

          1,493千円  

（ 29年度支給割合）  

 期 末 手当       勤勉手当  

2.60月分      1 . 8 0月分  

 ( 1.45)月分    (  0.85)月分  

（ 29年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.60月分      1 . 8 0月分  

 ( 1.45)月分    (  0.85)月分  

（加算措置の状況）  

・ 役 職 加 算   5～ 1 5％  

・ 管 理 職 加 算  無 し  

（加算措置の状況）  

・ 役 職 加 算   5～ 1 5％  

・ 管 理 職 加 算  無 し  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

イ  退職手当（平成３０年４月１日現在）  

       普通会計にて、一般行政職と同様の制度で支給 (普通会計４－ (２）参照）  

 

ウ  地域手当（平成３０年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

支給実績（平成 29年度決算：水道事業）       15,169 千円   

 

               

   

    

支給職員１人当たり平均支給年額 

（平成29年度決算：水道事業） 

           388,938 円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  一般行政職の制度（支給率） 

草 津 市          10％          39 人               10％  

    

 支給実績（平成 29年度決算：下水道事業）       6,396 千円   

 支給職員１人当たり平均支給年額 

（平成29年度決算：下水道事業） 

          376,222 円   

 支給対象地域  支給率  支給対象職員数  一般行政職の制度（支給率）  

 草 津 市          10％         14 人               10％   

 

エ  特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）  

支給実績（平成 29年度決算 :水道事業）  5 2 5  千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 29年度決算：水道事業）  4 3 , 7 4 6  円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 29年度：水道事業）  3 0 . 8  ％  

手当の種類（手当数）   

手当の名称  主な支給対象職員・対象業務  支給実績 

(29年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

変則勤務手当  浄 水 場 に 勤 務 し 、土 曜 日 、日 曜 日 ま た

は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 第 2条 に 規

定 す る 休 日 に 、正 規 の 勤 務 時 間 に 勤 務

す る 職 員  

364 千円  日額  500円  

停水処分手当  草 津 市 上 水 道 事 業 給 水 条 例 第 3 5条 の

規 定 に 基 づ く 停 水 処 分 の 業 務 に 従 事

し た 職 員  

20 千円  1件につき  350円  
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滞納整理手当  滞 納 整 理 の た め 出 張 に よ る 徴 収 業 務

に 従 事 し た 職 員  

3 千円  日額  200円  

年末年始手当  年 末 年 始 ( 1 2月 2 9日 か ら 翌 年 1月 3日 ま

で )の 期 間 中 で 、 正 規 の 勤 務 時 間 に 勤

務 す る 職 員  

150 千円  日額  5,000円  

   ※ 下 水 道 事 業 に つ い て は 平 成 2 9 年 度 の 支 給 実 績 は あ り ま せ ん 。  

   ※ 上 記 の ほ か 、草 津 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 に 規 定 す る 特 殊 勤 務 手 当 を

支 給 す る こ と が で き ま す 。  

 

オ  時間外勤務手当  

 水道事業  下水道事業  

支 給 実 績 （ 平 成 2 9年 度 決 算 ）  14,154千円  12,887千円  

職員 1人当たり平均支給年額（平成 29年度決算）  472千円  920千円  

支 給 実 績 （ 平 成 2 8年 度 決 算 ）  14,047千円  9,584千円  

職員 1人当たり平均支給年額（平成 28年度決算）             453千円            799千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。  

２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支

給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

カ  その他の手当（平成３０年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手当名  

 

 

内容及び支給単価  

 

一 般 行 政

職 の 制 度

との異動  

一般行政職の  

制度と異なる 

内容 

支給実績
 

（ 29年度決算）
 

支給職員 1人当たり

平均支給年額 

（ 29年度決算）  

扶養手当  配 偶 者 1 0 , 0 0 0円  

子    8 , 0 0 0円  

父 母 等  6 , 5 0 0円  

配 偶 者 の な い 職 員 の 子 の

う ち 1人 目  1 0 , 0 0 0円  

満 1 6～ 2 2歳 の 子 各 5 , 0 0 0

円 加 算 。  

同   （水道事業）   千円  

4,687   

（水道事業）  円  

187,480  

（下水道事業）  千円  

1,427   

（下水道事業）  円  

142,700  

住居手当  月 額 9 , 0 0 0円 を 超 え る 家

賃 を 支 払 っ て い る 職 員 に

対 し て 支 給  

【 支 給 額 】  

家 賃 額 に 応 じ て 支 給  

月 額 1 0 0円 ～ 3 0 , 0 0 0円  

同   （水道事業）   千円  

4,032   

（水道事業）  円  

310,154  

（下水道事業）  千円  

1,770   

（下水道事業）  円  

295,000  

通 勤 手 当  交 通 機 関 の 利 用 者 に 、 1

か 月 あ た り の 運 賃 5 5 , 0 0 0

円 を 限 度 に 支 給 。 交 通 用

具 使 用 者 に 、 距 離 に 応 じ

て 4 , 1 0 0～ 2 5 , 2 0 0円 支 給 、

駐 車 場 利 用 者 に 4 , 0 0 0円

同   （水道事業）   千円  

3,765   

（水道事業）  円  

114,102  
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を 限 度 に 利 用 料 金 の 1 / 2

加 算 、 駐 輪 場 利 用 者 に 1 ,

5 0 0円 を 限 度 に 利 用 料 金

の 1 / 2支 給 。  

（下水道事業）  千円  

1,244   

（下水道事業）  円  

77,737  

管理職手当  役 職 に よ り 定 額 の 手 当 を

支 給  

最 高 額 ： 9 2 , 0 0 0円  

最 低 額 ： 5 9 , 3 0 0円  

同   （水道事業）   千円  

6,967   

（水道事業）  円  

774,067  

（下水道事業）  千円  

2,985   

（下水道事業）  円  

995,000  

夜 間 勤 務

手 当  

正 規 の 勤 務 時 間 と し て

午 後 1 0時 か ら 翌 日 の 午

前 5時 ま で の 間 に 勤 務

す る こ と を 命 ぜ ら れ た

職 員 に 対 し て 、 そ の 勤

務 し た 全 時 間 に つ い て

支 給 す る  

  （水道事業）   千円  

3,923   

（水道事業）  円  

392,295  

（下水道事業）  千円  

－  

（下水道事業）  円  

－  

 


